
官民境界確定事務 取扱フロー図（申請 立会）

豊 橋 市 事務代理人 

立会申請（様式第1号、第 1-2 号） 
資料提供申請（様式第 14 号） 

要綱第 7条 
公共基準点使用承認申請（事務代理人が測量士もしく

は愛知県外の調査士の場合） 

事前協議 
要綱第11 条、細則第7条 

① 周辺土地の沿革の調査 
② 周辺土地の分筆啓かと地積測量図の調査 
③ 過去の立会記録、資料（区画整理の確定図等）の調査 
④ 現況測量図と公図との整合性調査 

受付・審査 
要綱第8条

立会日の決定
要綱第9条

関係土地所有者に立会依頼 
要綱第10 条 

不受理

受理（通常立会）

参考資料提供 
受付日から実働7日以降に提供 

受理（立会省略） 
要綱第 13 条、細則第9条

受取

立会準備 
現地仮杭設置、マーキング等

境界立会 
要綱第12 条、細則第8条

立会後の事務フローへ
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公共用地境界 
確定通知書発行 

受理後、実働5日以降に発行

(B) 関係者全員の 
承諾が得られなかった場合

(A) 関係者全員の 
承諾が得られた場合

境界立会 
要綱第12 条、細則第8条

境界確定図書の作成、提出 
要綱第17 条、細則第 12条 

① 境界確認承諾書、立会確認書 
② 官民境界明示参考図 
③ 申請地の公図（2部） 
④ 官民境界明示図（2部） 
⑤ その他、市長が必要と認めるもの 

境界不調図書の作成、提出 
要綱第18 条、細則第 13条 

① 境界確認承諾書、立会確認書 
② 官民境界明示参考図 
③ その他、市長が必要と認めるもの 

公共用地境界 
不調通知書発行 

受理後、実働3日以降に発行

再協議審査 
細則第13 条

完全不調 再協議申請書、境界明示図書の作成、提出 
要綱第19 条、細則第 14条 

④ 申請地の登記事項要約書または全部事項証明書 
⑤ 不調通知書の写し 
⑥ 申請地の公図（2部） 
⑦ 官民境界明示図（2部） 
⑧ その他、市長が必要と認めるもの 

公共用地境界 
明示通知書発行 

受理後、実働5日以降に発行

再協議不可

再協議可
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境界立会 
要綱第12 条、細則第8条

立会日から概ね6カ月以内に、 
全ての書類を不備なく提出しなかった場合

催告通知書発行 
要綱第12 条

前ページ(A)、(B)へ

催告後 60 日以内に、成果もしくは理由書の 
提出がなかった場合

公共用地境界確定申請書 
却下通知書発行 


